
 

相続税 

会長挨拶                  山口勝義  

前回の例会は、「オンライン準備例会」 

として、オンラインツール ZOOMの取り扱 

いを体験していただきました。例会後の理 

事会においても活用についてご協議いただ 

き、クラブとして有料版を導入し、今後試 

しながら活用を進めていくことになりまし 

た。まずは、ZOOM にて例会中継を行い、直接参加できない会員

の方にご参加いただく機会を作り、有用性を試してみます。今後

も青木広報・IT 推進担当副委員長中心に有効活用を進めてきま

す。皆さんもご理解とご協力をお願いいたします。 

先日、静岡第 5 グループ会長幹事会がオフラインで開催され

ました。その中でグループ再編について見解を求められました。

旧第 6 分区で当第 5 グループから外れ、第 4 グループへ編成さ

れた天竜川以東の磐田・袋井・掛川・掛川グリーンの 4クラブを

第 5グループへ取り込み、再編することの是非についてです。各

クラブ様々な意見がありましたが、そのような案件があったこと

のご報告とこれをご承知おきいただき、今後何かご意見がありま

したらお伝え願います。また、各クラブの例会開催について情報

交換がありました。こちらも各クラブ様々で休会優先から継続開

催まで、また既に ZOOM開催しているクラブもありました。奉仕

と親睦の実践を共通の理念としながらも、その在り方や活動方法

は様々で、自由度と柔軟性の高い点がロータリーの価値の高さだ

とあらためて思っています。 このコロナ禍の制限ある環境の中

で創造力を発揮して、どれだけの価値を作り出していくかには重

要な意義があると思いました。 

先日、某 NK 新聞に「コロナ禍に打ち勝つ企業の条件は」とい

う記事がありました。「コロナがなくとも、政治経済の変動・自

然災害の世界的な激甚化・IT を中心とした猛烈に進む技術革新

などにより、世界の不確実性が高まり、変化の振れ幅が大きく、

先の見通しにくい今の時代に頼るべき指針は何か。」「それはかつ

て、ピータードラッカーが述べた「文化は戦略に勝る」という言

葉です。経営者が緻密な戦略や計画を立てても、情勢の思わぬ変

化でその戦略は陳腐化したり、的外れになったりする。逆に組織

に「良きカルチャー」が根付いていれば、環境が一変しても、企

業は強みを保持できるだろう。」との内容でした。企業に限らず

RCにおいても同じです。「組織文化」は組織に属する一人一人が

作り出し影響しています。堅苦しさのない、自由闊達さがハーモ

ニーRCらしさのひとつであり、「良きカルチャー」の表れだと思

います。それぞれが良いと思うことを積み重ねて、関わっていけ

ば「良きカルチャー」により、新たな価値を生みだせるはずです。 

本日は会員リレー卓話第一弾です。皆さんの持ち味を活かして

「良きカルチャー」を育む場として、多彩で楽しい機会を作って

いきましょう。本日もよろしくお願いいたします。 
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幹事報告            

荻原ガバナー辞職に関する地区か

らの案内文書、次週例会案内 

プログラム委員会：9月 30日例

会について、9月 20日親睦ゴルフ 

スマイル           

山口勝義(昨日 8 月 25 日世界保健

機関は、WHO アフリカ地域の全

47 カ国において野生型ポリオウ

イルスの伝播が正式に断ち切られ

たことを発表。マイロータリーに

は「ロータリーが最優先事項とし

て掲げてきたポリオの世界的根絶

に向けた、歴史的かつ重要な前進

となります。」との詳細記事がア

ップされています。7 月 19 日地

区財団セミナーで、ポリオプラス

について地区内クラブの皆様にお

伝えしておいてよかったです。) 

) 

プログラム「もめない相続」小桐正彦会員

佐藤央恭会員 

 

 

 

親が亡くなった瞬間に 

相続が発生し、すべての財産は、法定相続

分で共有状態になります。遺言書には、 

自筆証書と公正証書がありますが、前者

は、法務局保管制度を利用しないと家裁

での検証が必要ですが、後者は検証が不

要です。遺言書がなければ、分割協議書が

必要です。民法上の期限はありませんが、

税法上は、10 か月以内でないと、軽減措

置が受けられません。相続が 4800万円以

下なら、又生命保険も一人につき 500 万

円までは、相続税はかかりません。 

相続の主役は、目に見える「物」（土地、

建物、お金、株等）でなはく、目に見えな

い「人」（生きざま、人生観、信念、想い

等）です。いただいたことにありがたい！

と感謝がある相続は、決してもめません。 
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